
令和２年度の地域保健医療・地域医療構想協議会（地域医療構想調整会議）について

地域保健医療・地域医療構想協議会（地域医療構想調整会議）は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い開催回数を２回（作業
部会を含む）とし、以下の内容を主なテーマとして議論を進める。

地域医療構想関係 地域保健医療計画関係
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・平成30年度病床機能報告定量基準分析結果の説明
・第7次計画公募により病床を整備した医療機関からの
運営状況の報告（2020年6月まで整備分）

・公立・公的医療機関等の再検証等期限についての説明
・その他、圏域の実情に応じて必要な事項

第１回会議
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第２回会議

・令和元年度病床機能報告の分析結果の説明
・第7次計画公募により病床を整備する医療機関から
状況を順次報告

・公立・公的医療機関等の再検証についての協議（※）
・非稼働病棟を有する医療機関、病床機能転換予定
のある医療機関からの説明(次年度以降にかけ順次)

・その他、圏域の実情に応じて必要な事項

※国における議論の状況により変更の可能性あり

・中間見直しの概要説明
（見直し時期の延期及び国の指針など）

・中間見直しに向けた意見聴取
（在宅医療など中間見直しの方向性）

・第7次計画圏域別取組状況の報告
（第2回といずれかで実施）

・中間見直し指針の説明
・第7次計画圏域別取組状況の報告
（第1回会議で実施できなかった圏域）

・外来医療計画に関する協議
（不足する外来医療機能、地域医療支援病
院での医療機器の共同利用の状況確認等）

（県地域保健医療計画推進協議会）
中間見直し指針の策定

厚生労働省による再検証の期限等の整理？


